
事務内容 根拠法令等

Ⅲ-10
中核市が設置する母子生活支援
施設及び保育所に係る指導監査
に関する事務

児童福祉法 3 松山市

Ⅲ-11
中核市が経営する軽費老人ホー
ムに係る指導監査に関する事務

社会福祉法 1 松山市

Ⅵ-1
浄化槽の設置等の届出の受理等
に係る事務（浄化槽の使用の休
止の届出の受理に係る事務等）

浄化槽法 6

今治市、宇和島
市、八幡浜市、大
洲市、伊予市、西
予市、上島町、内
子町、伊方町、松
野町、鬼北町、愛
南町

計 10 ７市６町

※Ⅵ-1は、既存パッケージに新規事務を追加したものであるため、令和２年度移譲
予定パッケージ数は２

２パッケージ

R2年度移譲予定パッケージ一覧
パッ

ケージ
NO

移 譲 パ ッ ケ ー ジ 項 目
事務数 移譲予定市町


